
那珂市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、自転車乗車用ヘルメット（以下「ヘルメット」という。）の

着用を促進し、自転車の利用に係る安全性の向上を図るため、那珂市自転車乗車

用ヘルメット購入費補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、

那珂市補助金等交付規則（平成１３年那珂町規則第１９号）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、ヘルメットとは、自転車に乗車する際に頭部を保護す

ることに適したヘルメットであり、次の各号におけるいずれかの安全基準を満た

すもの又は同等の性能を持つ新品のものをいう。 

（１） 一般財団法人製品安全協会が安全基準に定号することを認証したＳＧマ

ーク 

（２） 公益社団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証した

ＪＣＦマーク 

（３） 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したＣＥマーク 

（４） ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したＧＳマー

ク 

（５） 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したＣＰＳ

Ｃマーク 

（６） 前各号の安全基準認証に準ずるものとして市長が認めるもの 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各

号に掲げる要件を全て満たすものとする。 

（１） 住民基本台帳（昭和４２年法律第８１号）の規定により、本市の住民基

本台帳に記録されている者 

（２） 補助対象者本人及び補助対象者を含む世帯の構成員が、納期が到来して

いる市税等を滞納していないこと。 

（３） 那珂市暴力団排除条例（平成２３年那珂市条例第３１号）第２条に規定

する暴力団員及び暴力団員等に該当しない者であること。 

（４） 那珂市立小学校又は中学校に就学している児童生徒のうち、那珂市教育

委員会が実施している、小学校通学用ヘルメット購入に係る補助を受けていな

い者、又は中学校通学用ヘルメットを配布されていない者 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、当該者が着用するためのヘルメットの購入に要した費用

であって、申請日の属する年度の４月１日から申請日までに購入したものとする。

ただし、次のものを対象経費から除く。 

（１） 送料 

（２） 手数料  

（３） ポイント、クーポン等その他当該ヘルメットの購入に当たり価格から控



除された額 

（補助金の交付額等） 

第５条 補助金の交付額は、２，０００円を上限とし、補助対象経費が２，０００

円に満たないときは、当該補助対象経費に相当する額（１００円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てた額）とする。 

２ 補助金の交付は、１人につきヘルメット１個かつ１回限りとする。 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は那珂市

自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書

類を添えて、ヘルメットを購入した日の属する年度の３月３１日までに市長に提

出しなければならない。 

（１） 申請者及び補助対象者の住所、氏名等が確認できるものの写し 

（２） 支払を証する書類の写し（購入金額、購入日、購入店名及び品名等の記

載があるもの） 

（３） 安全基準を確認できる書類等の写し（カタログの写し、安全基準認証マ

ークの貼付け箇所の写真等） 

（４） その他市長が必要と認める書類等 

２ 補助対象者が未成年者であるときは、当該補助対象者と同一の世帯に属する保

護者等が、当該補助対象者に代わり前項の規定による申請を行うものとする。 

（交付の決定等） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助

金の交付の可否を決定し、那珂市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付（不

交付）決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は前項の規定により補助金の交付を決定したときは、申請者が指定した口

座への振込みにより補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消） 

第８条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号の

いずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付の決定の全部若しくは一

部を取り消し、既に交付されている補助金があるときは、その全部又は一部の返

還を命ずることができる。 

（１） 規則又はこの要綱に違反する行為があったとき。 

（２） 虚偽の申請又はその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたと

き。 

（３） 前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の決定を取り消す必要が

あると認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、那珂市自

転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付決定取消通知書（様式第３号）により申

請者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第９条 第７条の規定による補助金の交付決定を受けた者は、那珂市自転車乗車用



ヘルメット購入費補助金交付請求書（様式第４号）を市長に提出しなければなら

ない。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


